
 
   

北北北海海海道道道控控控除除除対対対象象象   

ＮＮＮＰＰＰＯＯＯ法法法人人人（（（指指指定定定ＮＮＮＰＰＰＯＯＯ法法法人人人）））   

制制制度度度ががが始始始まままりりりままましししたたた。。。   
●指定ＮＰＯ法人制度とは？

 

一定の要件を満たすＮＰＯ法人が北海道の条例で指定されることにより、税制上の優遇措置を受け

られる制度です。 

 

●指定ＮＰＯ法人になるとどうなるのですか？   

指定ＮＰＯ法人に寄附すると、寄附金額の約 4％が道民税から控除されます。 

寄附した個人のメリット 

■北海道の指定ＮＰＯ法人に寄附すると、寄附金のうち 2,000 円を超える部分の 4％が個人道

民税から控除されます。 

＊控除金額＝（寄附金額－2,000円）×4％（道の指定を受けている場合） 

 

指定ＮＰＯ法人のメリット 

■寄附者の個人道民税が控除の対象となることにより、法人への寄附の促進が期待されます。  

■より多くの優遇措置を受けられる認定ＮＰＯ法人への近道になります。 

 

 

認定ＮＰＯ法人になると・・・ 

・個人が寄附した場合の寄附金に係る税制控除 

所得税（４０％）、道民税（４％）、市町村民税（６％）・・・最大５０％控除 

・法人が寄附した場合の損金算入限度額が拡大 

・相続人が寄附した金額を相続税の算定基準から除外 

・みなし寄附金制度の適用              などの税制上の優遇措置が受けられます。

＊認定ＮＰＯ法人の認定要件のうち、寄附金等に関する要件であるＰＳＴ（パブリックサポートテスト）要件を満たすことになります。  

広く市民から支持を受けているかどうかを判断する基準 



●どうしたら指定ＮＰＯ法人になれるのですか？ 

①北海道に指定を受けたい旨の申出をします。 

②指定ＮＰＯ法人になるための基準を満たしているか、審査を受けます。 

③北海道の条例にその名称等を登載されることにより、指定ＮＰＯ法人となることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊指定申出に当たっては、指定を円滑に進めるため、事前相談をお願いしています。 

 

●指定ＮＰＯ法人となるための基準 

公益性要件（次の①～③のいずれかの基準に適合） 

① 経常収入金額のうち寄附金等収入金額の占める割合が 10分の１以上 
② 3,000円以上の寄附者が年平均 50人以上 
③ 道内市町村条例により指定されている法人 

道民周知・道民参加等に関する要件（次の①、②の両方の基準に適合） 

① ア～エのいずれかの基準に適合 
ア 新聞等を通じた道民に対する情報提供が年２回以上 

 イ 広報資料の配置が道内の公共施設等に５カ所以上 
 ウ 道民を対象とした催物開催数が年２回以上、かつ参加者が延べ 50人以上 
 エ 道内における事業活動へのボランティア従事者が年延べ 50人以上、かつ実従事者が 10人以上 
② 道内において、国、地方公共団体、他の団体との協働実績が年１回以上 

基本的要件（次の①～⑧の全ての基準に適合） 

① 道内に主たる事務所があるＮＰＯ法人 
② 事業活動において、共益的活動の占める割合が 50％未満 
③ 運営組織及び経理が適正 
④ 事業活動の内容が適切 
⑤ 情報公開が適切 
⑥ 事業報告書等の提出 
⑦ 法令違反、不正行為、公益に反する事実等がない 
⑧ 設立の日から１年を超える期間が経過している 
（注） 上記①～⑧の基準を満たしていても、欠格事由に該当する場合は、指定を受けることはできません。 
 

お問い合わせ先 
北海道環境生活部くらし安全局道民生活課協働推進グループ 

 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 道庁本庁舎 12階 

 HP：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/npo-kyoudou.htm   

Tel：011-204-5095   Fax：011-232-4820    Mail：kansei.dousei1@pref.hokkaido.lg.jp 
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○

○

○

適　・　否

２
①

ア　新聞等を通じた道民に対する情報提供が２回以上ある（Ｐ13）

適　・　否

又は

ウ　道民を対象とした催物を各事業年度２回以上開催し、かつ、参加者が延べ50人以上
    である（Ｐ15）

又は

４

適　・　否

　実績判定期間とは、指定基準の判定対象となる期間のことです。チェックに当たっては、直前に終了した事業
年度以前の５事業年度分（初めて指定を受けようとする法人等は２事業年度分）の各科目の合計金額を使用し
ます。詳しくは次のページでご確認ください。

　 　－ 欠格事由のいずれにも該当しない（Ｐ26） － 適　・　否

ご 注 意 く だ さ い ！

　このチェックシートは、指定基準等を満たしているかどうかを簡易的に自己チェックするためのもので、全ての
チェック項目が「適」となった場合でも必ず指定を受けることができるとは限りません。

　設立の日から１年を超える期間が経過している（Ｐ25）

適　・　否

７ 　所轄庁に対して事業報告書などを提出している（Ｐ23）

５ 　事業活動の内容が適切である（Ｐ21）

適　・　否

適　・　否

２
②

　道内において、事業活動を国、地方公共団体、企業、団体等と協働している実績が
　各事業年度１回以上ある(P17)

適　・　否

９

　運営組織及び経理が適正である（Ｐ20）

６ 　情報公開を適切に行っている（Ｐ22）

８ 　法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がない（Ｐ24）

適　・　否

　事業活動において、共益的な活動の占める割合が50％未満である（Ｐ18）

エ　道内における事業活動へのボランティア従事者が各事業年度延べ50人以上、
　かつ実従事者10人以上である（Ｐ16）

イ　自ら発行した広報資料を道内公共施設等に各事業年度において５カ所以上配置し
     ている（Ｐ14）

又は

《チェックポイント》

３

③　【市町村条例個別指定法人】道内市町村条例により指定されている（Ｐ12）

1 適　・　否

①　【相対値基準】経常収入金額のうち寄附金等収入金額の割合が10分の１以上
     である（Ｐ10）

又は

②　【絶対値基準】3,000円以上の寄附者が年平均50人以上である（Ｐ11）

又は

適　・　否

　申出書の提出を検討されている方は、まず、以下の９項目のチェックポイントを確認してください。

　項目１-①・②、２、３、５-D・Eは実績判定期間において、項目１-③は申出日の前日において、項目４、５-A・
B・C、６、７、８は、申出時まで継続して、各基準に適合しておく必要があります。

　指定を受けるためには、条例等に定められた次に掲げる基準等に適合する必要があります。

　　３　事前チェックシート

 

NPO 法人 北海道  

①指定申出 

北海道 

議会 

②条例提案 

役員報酬規定提出書等の義務 

①指定申出 

（審査等） 
③指定 

（条例可決） 
 指定 

NPO法人 

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/npo-kyoudou.htm

